
令和６年度
指定障害福祉サービス事業者等

集団指導

【請求編】

長野市保健福祉部障害福祉課
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利用者負担の上限額管理事務について

〇利用者が複数事業所を利用しており、全事業所の利用者負担額の合計が負担上
限月額を超えると見込まれる場合、上限額管理が必要となります。

〇上限額管理事務の流れについては、別紙「フローチャート」をご覧ください。

利用者負担上限月額：9,300円

A事業所（就労継続支援B型）

総費用額 60,000

利用者負担額 6,000

B事業所（居宅介護）

総費用額 50,000

利用者負担額 5,000

（例）

A事業所（上限額管理事業所）

総費用額 60,000

利用者負担額 6,000

B事業所

総費用額 50,000

利用者負担額 3,300

利用者負担額の合計が
11,000円となり、利用者
負担上限月額（9,300円）
を超えているため上限額

管理が必要。

負担上限月額9,300円を超えないように調整
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〇「利用者負担上限額管理事務依頼（変更）届出書」掲載場所
【長野市公式ホームページ】URL：

https://www.city.nagano.nagano.jp/n102000/contents/p002372.html

利用者負担の上限額管理事務について

〇原則として上限額管理結果票に不備があった場合及び提出が無い場合は、全関
係事業所の請求明細書が受付不可（返戻）となります。上限額管理事業所となっ
た事業所におかれましては、関係事業所との連絡調整を十分に行っていただき請
求するようお願いします。

〇上限額管理結果票不備に伴う返戻が非常に多くなっています。上限額管理結果
票に不備があると、請求明細書を正しく作成している関係事業所も返戻となって
しまいますので、細心の注意を払って上限額管理結果票を作成するようお願いし
ます。
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〇上限額管理加算の算定には、利用者負担上限月額に達しているか否かに関わら
ず、以下のとおり要件があります。

①上限額管理事業所のみを利用し、他の事業所の利用がない月
→ 加算を算定できない

②上限額管理事業所及び他事業所を利用した月
→ 加算を算定できる

③上限額管理事業所の利用がなく、他の事業所のみを利用した月
→ 加算を算定できる

※利用事業所が１事業所のみの場合は算定不可

上限額管理加算の算定における留意事項
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実績記録票の提供時間について

〇複数事業所を利用している利用者の請求において、同一日時に複数事業所を利用
している内容の実績記録票が散見されます。（日中活動サービス×日中活動サービ
ス、訪問系サービス×日中活動サービス等）。

〇実績記録票は、送迎時間及び障害児自立サポート事業等の時間を除いた実際の
サービス提供を開始した時間と終了した時間で作成するようお願いします。

〇実績記録票のサービス提供時間が間違っていた場合、実績記録票不備により請求
明細書が受付不可（返戻）となります。

生活介護実績記録票

日
付

曜
日

サービス 開始時間 終了時間

1 月 10：00 15：00

2 火 10：00 15：00

3 水 10：00 15：00

4 木 10：00 15：00

5 金 10：00 15：00

就労継続支援B型実績記録票

日
付

曜
日

サービス 開始時間 終了時間

1 月 10：00 15：00

8 月 10：00 15：00

居宅介護実績記録票

日
付

曜
日

サービス 開始時間 終了時間

1 月 16：00 17：00

2 火 13：00 14：00

時間重複
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過誤処理について

〇既に審査決定済（支払済）の請求内容を修正する場合は過誤申立てが必要です。
過誤申立てせずに受付済みの提供年月の請求データを国保連に伝送すると、２重請
求となり受付不可（返戻）となります。必ず過誤申立てをしたうえで再請求するよ
うお願いします。

〇近年過誤処理の件数が非常に多くなっております。新たに加算が創設された場合、
報酬改定及び体制の変更等により、請求内容が変わった場合は、今一度請求内容を
確認したうえで請求するようお願いします。

※過誤申立ては長野市ホームページから「ながの電子申請サービス」で申請できま
す。紙での受付は行っておりませんのでご注意ください。
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過誤申立て（電子申請）掲載場所

【長野市公式ホームページ】
URL：https://www.city.nagano.nagano.jp/n102000/contents/p002370.html

〇インターネットで「長野市 障害福祉
サービス 過誤」で検索

ここから過誤申立てできます。

過誤処理の詳細が記載されております。
過誤申立ての前にご確認ください。
※上限額管理を行っており、関係事業所で過誤
処理が行われた場合、上限額管理結果票の修正
が必要となります。

7



契約内容報告について

〇利用者と契約を締結した事業者は、新規に契約したとき、契約を終了したとき、
又は契約支給量を変更したときは、その契約内容を市町村に遅滞なく報告してくだ
さい。（短期入所を除く。）

※契約内容の報告は長野市ホームページから「ながの電子申請サービス」で申請で
きます。紙での受付は行っておりませんのでご注意ください。
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契約内容報告（電子申請）掲載場所

【長野市公式ホームページ】
URL：https://www.city.nagano.nagano.jp/n102000/contents/p005973.html

〇インターネットで「長野市 障害福祉
サービス 契約内容報告」で検索

ここから契約内容の報告ができます。
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